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学校給食費の改定の金額について（１食あたり）

現在
(平成25年度～令和5年度）

改定後
(令和６年度～）

小学校 315円
（差額＋55円/食・＋10,450円/年）

中学校 375円
（差額＋60円/食・＋11,400円/年）

小学校 260円

中学校 315円



物価高騰下においても、安全安心な学校給食を

安定的に提供するための食材費予算を確保するため。

改定の理由



物価高騰対策及び子育て支援の観点から、

国の臨時交付金を活用し、市で負担するため、

保護者負担は増額なし。

令和６年度における保護者負担の軽減措置について



学校給食費の改定の金額について（１食あたり）

現在
(平成25年度～令和5年度）

改定後
(令和６年度～）

小学校 315円
（差額＋55円/食・＋10,450円/年）

中学校 375円
（差額＋60円/食・＋11,400円/年）

小学校 260円

中学校 315円



物価高騰対策及び子育て支援の観点から、

国の臨時交付金を活用し、市で負担するため、

保護者負担は増額なし。

令和６年度における保護者負担の軽減措置について



令和４年７月より、

給食の食材費の高騰分を

市負担し、保護者負担を

据え置き。

八戸市による高騰分の負担の推移

実施単価

～R４年６月

260円

315円

小学校

保護者負担

小・260円

中・315円

保護者負担

小・260円

中・315円

保護者負担

小・260円

中・315円

市負担

小・39円

中・45円

市負担

小・26円

中・32円

R４年７月～

286円

347円

R５年４月～

299円

360円

R６年４月～

315円

375円

保護者負担

小・260円

中・315円

市負担

小・55円

中・60円

給食費単価

中学校


